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１．条例改正の概要 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※「自転車通行帯」「自転車道」を整備する際は、交通規制との調整が 

必要であることから、福岡県公安委員会（警察）と十分な時間的余裕を 

持って協議するよう留意すること 
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２．通知文 
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福岡県道路構造の基準に関する条例 
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